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は  

改    正    後  改    正    前  

第 二  先 進 医 療 ご と に 定 め る 施 設 基 準 に 適 合 す る 病 院 又 は 診 療 所 に

お い て 実 施 す る 先 進 医 療  
一  陽 子 線 治 療  

イ  対 象 と な る は そ れ ら の 症 状  

  頭 頸
け い

を 含

膵
す い

は い ず れ も 根 治

的 な 治 療 法 が 可 能 な も の に 限  

ロ   

二   

三  家 族 性 病 の 遺 伝 子 診 断  

イ   

ロ  施 設 基 準  

(1
)

  

(2
)

 保 険 医 療 機 関 に 係 る 基 準  

① ⑧   

⑨  遺 伝 子 関 連 検 査 検 体 品 質 管 理 公 益 社 団 法

人 日 本 臨 床 検 査 標 準 協 議 会 が 平 成 二 十 三 年 十 二 月 に 作 成

従 検 体 の 品 質 管 理 が 行 わ れ て

 

⑩   

 

四   

五  細 菌 又 は 真 菌 に 起 因 す る 難 治 性 の 眼 感 染 疾 患 に 対 す る 迅 速 診

Ｐ Ｃ Ｒ  

イ   

ロ  施 設 基 準  

(1
)

  

(2
)

 保 険 医 療 機 関 に 係 る 基 準  

第 二  先 進 医 療 ご と に 定 め る 施 設 基 準 に 適 合 す る 病 院 又 は 診 療 所 に

お い て 実 施 す る 先 進 医 療  

一  陽 子 線 治 療  

イ  対 象 と な る は そ れ ら の 症 状  

  頭 頸
け い

を 含

膵
す い

又 は 転 移 性

い ず れ も 根 治 的 な 治 療 法 が 可 能 な も の に 限  

ロ   

二   

三  家 族 性 病 の 遺 伝 子 診 断  

イ   

ロ  施 設 基 準  

(1
)

  

(2
)

 保 険 医 療 機 関 に 係 る 基 準  

① ⑧   

⑨  遺 伝 子 関 連 検 査 検 体 品 質 管 理 公 益 社 団 法

人 日 本 臨 床 検 査 標 準 協 議 会 が 平 成 二 十 三 年 十 二 月 に 作 成

以 下 同 従 検 体 の 品 質 管 理

が 行  

⑩   

四  削 除  

五   
六  細 菌 又 は 真 菌 に 起 因 す る 難 治 性 の 眼 感 染 疾 患 に 対 す る 迅 速 診

Ｐ Ｃ Ｒ  
イ   

ロ  施 設 基 準  

(1
)

  

(2
)

 保 険 医 療 機 関 に 係 る 基 準  



 

①   

②  実 施 診 療 科 常 勤 の 医 師 が 配 置 さ れ て い る こ

 

 

③ ⑤   

⑥  当 該 療 養 に つ い て 五 例 以 上 の 症 例 を 実 施 し て い る こ と

 
⑦ ・ ⑧   

六   

七  Ｃ Ｙ Ｐ ２ Ｄ ６ 遺 伝 子 多 型 検 査  

イ   

ロ  施 設 基 準  

(1
)

 保 険 医 療 機 関 が 自 ら そ の 全 部 を 実 施 す る 場 合 の 当 該 保 険

医 療 機 関 の 施 設 基 準  

①   

②  保 険 医 療 機 関 に 係 る 基 準  

(
ｲ)   

(
ﾛ)  実 施 診 療 科 病 の 診 療 経 験 を 有 す

る 医 師 が 配 置  

(
ﾊ)

(
ﾙ)   

(2
)

 保 険 医 療 機 関 が 他 の 保 険 医 療 機 関 に 対 し て 検 体 の 採 取 以

外 の 業 務 を 委 託 し て 実 施 す る 場 合 の 当 該 保 険 医 療 機 関 の

施 設 基 準  

①   

②  保 険 医 療 機 関 に 係 る 基 準  

(
ｲ)   

(
ﾛ)  実 施 診 療 科 病 の 診 療 経 験 を 有 す

る 医 師 が 配 置  

(
ﾊ)

(
ﾄ)   

(3
)

  

八   

①   

②  実 施 診 療 科 常 勤 の 医 師 が 三 名 以 上 配 置 さ れ

 

③  臨 床 検 査 技 師 が 配 置  

④ ⑥   

⑦  当 該 療 養 に つ い て 十 五 例 以 上 の 症 例 を 実 施 し て い る こ

 

⑧ ・ ⑨   

七   

八  Ｃ Ｙ Ｐ ２ Ｄ ６ 遺 伝 子 多 型 検 査  

イ   

ロ  施 設 基 準  

(1
)

 保 険 医 療 機 関 が 自 ら そ の 全 部 を 実 施 す る 場 合 の 当 該 保 険

医 療 機 関 の 施 設 基 準  

①   

②  保 険 医 療 機 関 に 係 る 基 準  

(
ｲ)   

(
ﾛ)  実 施 診 療 科 病 の 診 療 経 験 を 有 す

る 医 師 が 一 名 以 上 配 置  

(
ﾊ)

(
ﾙ)   

(2
)

 保 険 医 療 機 関 が 他 の 保 険 医 療 機 関 に 対 し て 検 体 の 採 取 以

外 の 業 務 を 委 託 し て 実 施 す る 場 合 の 当 該 保 険 医 療 機 関 の

施 設 基 準  

①   

②  保 険 医 療 機 関 に 係 る 基 準  

(
ｲ)   

(
ﾛ)  実 施 診 療 科 病 の 診 療 経 験 を 有 す

る 医 師 が 一 名 以 上 配 置  
(
ﾊ)

(
ﾄ)   

(3
)

  

九   



 

 

 

九   

十  内 視 鏡 的 胃 局 所 切 除 術  

イ   
ロ  施 設 基 準  

(1
)

  

(2
)

 保 険 医 療 機 関 に 係 る 基 準  

①   

④  常 勤 の 麻 酔 に 従 事 す る に つ き

の 六 第 一 項 に 規 定 す

る 厚 生 労 働 大 臣 の 許 可 を 受 け た 者 に 限

標 榜
ぼ う

配 置  

⑤ ⑭   

十 一 二 十 七   

第 三  先 進 医 療 を 適 切 に 実 施 で き る 体 制 を 整 え て い る も の と し て 厚

生 労 働 大 臣 に 個 別 に 認 め ら れ た 病 院 又 は 診 療 所 に お い て 実 施 す る

先 進 医 療  

 

一   

 

 

二   

 

 

三 五   

 

六   

 

七 十 一   

 

十  削 除  

十 一  削 除  

十 二   

十 三  内 視 鏡 的 胃 局 所 切 除 術  

イ   

ロ  施 設 基 準  

(1
)

  

(2
)

 保 険 医 療 機 関 に 係 る 基 準  

①   

④  常 勤 の 麻 酔 に 従 事 す る に つ き

の 六 第 一 項 に 規 定 す

る 厚 生 労 働 大 臣 の 許 可 を 受 け た 者 に 限

標 榜
ぼ う

一 名 以 上 配 置  

⑤ ⑭   

十 四 三 十   

第 三  先 進 医 療 を 適 切 に 実 施 で き る 体 制 を 整 え て い る も の と し て 厚

生 労 働 大 臣 に 個 別 に 認 め ら れ た 病 院 又 は 診 療 所 に お い て 実 施 す る

先 進 医 療  

一  削 除  

二   

三  削 除  

四  削 除  

五   

六  削 除  

七  削 除  
八 十   

十 一  削 除  

十 二   

十 三  削 除  

十 四 十 八   

十 九  削 除  



 

十 二 ・ 十 三   

 

 

十 四   

 

 

十 五 ・ 十 六   

 

十 七 二 十 三   

 

二 十 四 二 十 六   

 

 

二 十 七 二 十 九   

 

三 十   

 

三 十 一 三 十 六   

三 十 七  ア ナ モ レ リ ン 経 口 投 与  が ん に 対 す る 食

道 亜 全 摘 胃 管 再 建 術 又 は 胃 が ん に 対 す る 噴 門 側 胃 切 除 術 若 し く

は 胃 全 摘 術 を 実 施 し た も の に 限  

三 十 八 四 十 二   

第 四  患 者 申 出 療 養 を 適 切 に 実 施 で き る 体 制 を 整 え て い る も の と し

て 厚 生 労 働 大 臣 に 個 別 に 認 め ら れ た 病 院 又 は 診 療 所 に お い て 実 施

す る 患 者 申 出 療 養  

 

一   

 

 

二 ・ 三   

 

二 十 ・ 二 十 一   

二 十 二  削 除  

二 十 三  削 除  

二 十 四   

二 十 五  削 除  

二 十 六  削 除  

二 十 七 ・ 二 十 八   

二 十 九  削 除  

三 十 三 十 六   

三 十 七  削 除  

三 十 八 四 十   

四 十 一  削 除  

四 十 二  削 除  

四 十 三 四 十 五   

四 十 六  削 除  

四 十 七   

四 十 八  削 除  

四 十 九 五 十 四   

五 十 五  ア ナ モ レ リ ン 塩 酸 塩 経 口 投 与  が ん に 対

す る 食 道 亜 全 摘 胃 管 再 建 術 又 は 胃 が ん に 対 す る 噴 門 側 胃 切 除 術

若 し く は 胃 全 摘 術 を 実 施 し た も の に 限  

五 十 六 六 十   

第 四  患 者 申 出 療 養 を 適 切 に 実 施 で き る 体 制 を 整 え て い る も の と し

て 厚 生 労 働 大 臣 に 個 別 に 認 め ら れ た 病 院 又 は 診 療 所 に お い て 実 施

す る 患 者 申 出 療 養  
一  削 除  

二   

三  削 除  

四  削 除  

五 ・ 六   

七  削 除  



 

四 ・ 五   八 ・ 九     

 


